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【はじめに】 

（１） 保険会社の検査に関する基本的考え方等については、「金融検査に関する基本指針

（金検第 369 号）」（平成 17 年 7 月 1 日）において示されているところであり、本マ

ニュアルの解釈及び運用は、当該基本指針に基づいて行う。 

（２） 当該基本指針において示された基本的考え方を踏まえた適切な検査を実施するた

め、検査官は、保険会社に対する検査の実施にあたり、特に以下の点に配意する必

要がある。 

① 重要なリスクに焦点をあてた検証（｢ﾘｽｸ･ﾌｫｰｶｽ､ﾌｫﾜｰﾄﾞ･ﾙｯｷﾝｸﾞ｣ｱﾌﾟﾛｰﾁ） 

検査官は、立入検査開始前、立入検査中を通じて、入手した情報や検証内容を

基に、各保険会社の持つリスクの所在を分析し、重要なリスク1に焦点をあてたメ

リハリのある検証に努める必要がある。 

② 問題の本質的な改善につながる深度ある原因分析・解明 

検査官は、経営の健全性等に重大な影響を与える問題点については、保険会社

との間で、問題の本質的な改善のために必要な対応の方向性（改善の方向性）に

関する認識を共有することにつながるよう、双方向の議論により、特に深度ある

原因分析を行い、原因の解明に努める必要がある。 

③ 問題点の指摘と適切な取組の評価、静的・動的な実態の検証 

検査官は、（ⅰ）問題点については的確に指摘するとともに、改善・向上につな

がる適切な取組みについては評価すること、（ⅱ）検査時点における問題点等の静

的な実態のみならず、態勢整備の進捗状況等の動的な実態2についても十分検証す

ること、の二点に留意し、的確な実態把握を行う必要がある。 

④ 具体的かつ論理的な指摘、改善を検討すべき事項の明確化 

検査官は、指摘事項に関する対話・議論を進めるにあたっては、具体的かつ論

理的に根拠を示すとともに、より高い水準の内部管理態勢の構築に向け、改善を

検討すべき点が明確になるよう、具体的に示す必要がある。 

⑤ 検証結果に対する真の理解（｢納得感｣） 

検査官は、保険会社の主体的・能動的な経営改善に向けた取組みにつながるよ

う、的確な検証、経営陣との対話、双方向の議論等を通じて、検証結果に対する

1 ここでは、保険会社の業務の健全性及び適切性の確保に重大な影響を及ぼし得るリスク全てを対象とし

ており、本マニュアルにおける各リスク管理態勢でいうリスクに限定するものではない。また、問題が発

生している場合だけでなく、問題が発生していないリスクも重要なリスクに含まれる。その判断にあたっ

ては、問題が発生した場合に経営に及ぼす影響度に加え、問題が発生する可能性も勘案して検討する必要

がある。
2 改善・向上に向けたベクトル（改善・向上に向かっているのか、取組は広範囲なものか、取組はスピー

ド感をもって行われているか等）を十分見極める必要がある。
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真の理解（「納得感」）を得るよう努める必要がある。 

（３） 本マニュアルは、検査官が、保険会社を検査する際に用いる手引書として位置付

けられるものであり、各保険会社においては、自己責任原則に基づき、経営陣のリ

ーダーシップの下、創意・工夫を十分に生かし、それぞれの規模・特性に応じた方

針、内部規程等を策定し、保険会社の業務の健全性と適切性の確保、顧客の保護を

図ることが期待される。 

こうした考え方は、「金融サービス業におけるプリンシプル」3において、保険会社

と当局の間で共有されている。 

また、本マニュアルの各チェック項目の水準の達成が保険会社に直ちに義務付け

られるものではない。本マニュアルの適用にあたっては、保険会社の規模や特性を

十分に踏まえ、機械的・画一的な運用に陥らないよう配慮する必要がある。 

したがって、チェック項目について記述されている字義どおりの対応が保険会社

においてなされていない場合であっても、保険会社の業務の健全性及び適切性の確

保、顧客の保護の観点からみて、保険会社の行っている対応が合理的なものであり、

さらに、チェック項目に記述されているものと同様の効果がある、あるいは保険会

社の規模や特性に応じた十分なものであると認められるのであれば、不適切とする

ものではない。例えば、各態勢のチェックリストに記載された部門が設置されてい

ない場合には、検査官は、当該保険会社の規模・特性を踏まえ、必要な機能を十分

に発揮することができ、かつ、相互牽制が機能する組織態勢が整備されているかを

検証するものとする。 

3 保険会社が業務を行う際、また当局が行政を行うにあたって、尊重すべき主要な行動規範・行動原則と

して、平成 20 年 4 月 18 日に公表されている。同プリンシプルでは、「１．創意工夫をこらした自主的な取

組みにより、利用者利便の向上や社会において期待される役割を果たす」、「１２．業務の規模・特性、リ

スクプロファイルに見合った適切なリスク管理を行う」等の考え方が示されている。
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【本マニュアルにより検査を行うに際しての留意事項】 

（１） 本マニュアルは、保険会社の海外拠点（海外支店、現地法人及び駐在員事務所等。

ただし、本マニュアルの対象として検査を行うかどうかは、現地法制を含む法令等

を踏まえて実態に応じて判断する。）、外国保険会社等の在日支店及び特定法人を含

め、全ての保険会社を対象としている。 

（２） 保険会社に対する検査の実施にあたっては、保険会社の事務負担の軽減等の観点

や保険会社の規模・特性等を踏まえ、以下の対応をとることとする。 

① 立入検査の実施にあたっては、株主総会（総代会）の開催日や決算期末には、

株主総会や決算に関する業務の円滑な遂行に支障が生じないよう、当該業務の担

当部署に対するヒアリングを控える等の措置をとるよう配慮する。 

② 資料等の徴求にあたっては、保険会社の既存資料等や監督部局が保険会社から

徴求した資料等の活用に努めるとともに、保険会社から既存資料等以外の資料等

を徴求する場合には、その必要性を十分検討のうえ、真に必要なものに限定する

よう配慮する。 

③ 保険会社や保険募集人の小規模な営業拠点等（例えば、小規模な郵便局等）に

ついては、その対応能力を踏まえ、業務の円滑な遂行に支障が生じないよう配慮

する。 

（３） 保険会社が委員会設置会社である場合には、取締役会、各委員会（指名委員会、

報酬委員会、監査委員会）、執行役等の機関等が、それぞれに与えられた権限等を適

切に行使しているかどうかといった観点から、以下の点に留意して、検証を行う。 

① 業務執行権限を有するのは執行役であり、取締役には、原則として、業務執行 

権限がない。 

② 取締役会は、その決議により、業務の決定権限を執行役に委任することができ

る。 

③ 取締役会は、取締役及び執行役の職務の執行を監督する。 

④ 監査権限は監査委員会にあり、監査委員個人に監査権限が認められるものでは

ない（監査委員会が選定した監査委員が委員会の権限を行使する。）。 

（４） 担当取締役としての役割及び責任について、いわゆる執行役員（非取締役）が担

っている場合には、当該執行役員が取締役会により担当取締役と実質的に同等の権

限を付与されているか、責任の所在が明確になっているか、担当する業務執行につ

いて取締役会による十分な監視が行われているか、等を総合的に検証した上、各チ
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ェックリスト上、担当取締役に求められる役割及び責任を十分果たしているか検証

するものとする。 

（５） また、特に必要があり、保険会社の子法人等やその業務の委託を受けた者に対し

て検査を行う場合も、本マニュアルの該当部分に準じて、所要の検証を行うものと

する。 

（６） チェック項目の語尾が「しているか」又は「なっているか」とあるのは、特にこ

とわりのない限り、当該保険会社が達成していることを前提として検証すべき項目

である。一方、チェック項目の語尾が「望ましい」とあるのは、特にことわりのな

い限り、全ての保険会社に対してベスト・プラクティスとして期待される項目であ

る。 

チェック項目において「例えば」として着眼項目を列記してあるのは、全ての内

容を字義どおり達成することを求めるものではなく、当該保険会社の業務の規模・

特性等に応じて実質的な機能達成のための必要性を判断すべき例示項目である。 

（７） 本マニュアル中の用語については以下による。 

① 「取締役会」の役割とされている項目については、取締役会自身においてその実

質的内容を決定することが求められるが、その原案の検討を他の会議体、部門又は

部署で行うことを妨げるものではない。 

② 「取締役会等」には、取締役会のほか、常務会、経営会議等の、経営陣レベルに

よって構成される経営に関する事項を決定する組織（以下「常務会等」という。）も

含む。なお、「取締役会等」の役割とされている項目についても、取締役会自身にお

いて決定することが望ましいが、常務会等に委任している場合には、取締役会によ

る明確な委任があること、常務会等の議事録の整備等により事後的検証を可能とし

ていることに加え、取締役会への結果報告や常務会等に監査役の参加を認める等の

適切な措置により、十分な内部牽制が確保されるような態勢となっているかを確認

する必要がある。 

③ 「営業拠点」とは、支社、支店、営業本部、営業所、海外支店、現地法人など、

本社以外の営業の拠点となる機構を表し、「営業拠点等」とは、サービスセンター（損

害調査業務含む。）、海外駐在員事務所その他の営業活動を行わない本社以外の拠点

及び営業拠点を表す。 

④ 「管理者」とは、各管理部門においては、各部門の上級管理職（取締役を含む。）

を表す。また、営業拠点においては、営業拠点長及び営業拠点長と同等以上の職責

を負う上級管理職（取締役を含む。）を表す。 

⑤ 「職員等」とは、保険会社の職員、募集人、代理店を表す。 
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⑥ 「保険募集人」とは、募集人、代理店を表し、仲立人を含まない。 

⑦ 「保険契約者」とは、保険会社との間で保険契約を締結した者を表す。 

⑧ 「保険契約者等」とは、保険契約者、被保険者、受取人を表す。 

  ⑨ 「内部規程」とは、経営方針等に則り、業務に関する取り決め等を記載した保険

会社内部に適用される規程をいう。内部規程においては、手続の詳細を記載するこ

とまでは必ずしも要さないことに留意する。 

⑩ 「営業推進部門等」とは、営業に係る部門・部署・営業拠点等をいい、例えば、

営業を直接・間接に行う部門、これを推進するための企画・立案等を行う部門、を

いう。 

⑪ 「リーガル・チェック等」とは、コンプライアンス・チェックを含み、例えば、

法務担当者、法務担当部署、コンプライアンス担当者、コンプライアンス統括部門

又は社内外の弁護士等の専門家により内部規程等の一貫性・整合性や、取引及び業

務の適法性について法的側面から検証することをいう。 

⑫ 「モニタリング」には、監視することのみならず、警告その他の具体的な抑止行

動を行うことも含む。 

⑬ 「リスク・プロファイル」とは、各リスクが有する特徴を表す様々な要素により

構成されるものを総称していう。 

（注）略称の説明 

① 「法」・・・・・・保険業法 

② 「令」・・・・・・保険業法施行令 

③ 「規則」・・・・・保険業法施行規則 

④ 「監督指針」・・・保険会社向けの総合的な監督指針 

⑤ 「実務基準」・・・生命保険会社の保険計理人の実務基準又は損害保険会社の保険計

理人の実務基準（㈳日本アクチュアリー会） 
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経営管理（ガバナンス）態勢－基本的要素－の確認検査用チェックリスト 

【検証ポイント】 

・ 保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保し、顧客の保護を図るためには、

適切な経営管理（ガバナンス）のもと、当該保険会社の業務の全てにわたる法令等遵守、適正な保険

募集、顧客保護等の徹底及び各種リスクの的確な管理が行われる必要がある。 

・ 保険会社の経営管理（ガバナンス）が有効に機能するためには、適切な内部管理の観点から、各役

職員及び各組織が、それぞれ求められる役割と責任を果たしていなければならない。具体的には、取

締役をはじめとする役員は、高い職業倫理観を涵養し、全ての職員に対して内部管理の重要性を強

調・明示する風土を組織内に醸成する責任があり、代表取締役、取締役、監査役をはじめとする各役

職員は、内部管理の各プロセスにおける自らの役割を理解し、プロセスに十分に関与する必要がある。

また、取締役会、監査役会が十分に機能し、各部門・部署間の牽制や内部監査部門による内部監査等

の機能が適切に発揮される態勢となっていることが重要である。 

・ 検査官は、①代表取締役、取締役及び取締役会による経営管理（ガバナンス）態勢、②内部監査態

勢、③監査役による監査態勢、④外部監査態勢、⑤保険計理人による確認態勢の基本的要素がその機

能を実効的に発揮しているかという観点から、当該保険会社の経営管理（ガバナンス）が全体として

有効に機能しているか否か、経営陣の役割と責任が適切に果たされているかについて、各チェック項

目を活用して具体的に確認する。 

・ 検査官が認識した弱点・問題点を経営陣が認識していない場合には、特に、態勢が有効に機能して

いない可能性も含めて検証し、双方向の議論を通じて確認する。 

・ 検査官は、前回検査における指摘事項のうち、軽微でない事項の改善状況について検証し、実効性

ある改善策が策定され実行されているか否か確認する。 

Ⅰ．代表取締役、取締役及び取締役会による経営管理（ガバナンス）態勢の整備・確立状況 

１．経営方針等の策定 

①【企業倫理の構築及び態勢整備】 

取締役及び取締役会は、保険会社に求められる社会的責任と公共的使命等を柱と

した企業倫理の構築を重要課題として位置付け、それを具体的に担保するための態

勢を整備しているか。 

②【経営方針・経営計画等の整備・周知】 

取締役会は、当該保険会社が目指す目標の達成に向けた経営方針を明確に定めて

いるか。また、取締役会は、経営方針に沿った経営計画を明確に定め、これらを組

織全体に周知させているか。 

③【内部管理基本方針の整備・周知】 

取締役会は、経営方針に則り、代表取締役等に委任することなく、当該保険会社
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の業務の健全かつ適切な運営を確保するための態勢の整備に係る基本方針（以下「内

部管理基本方針」という。）を定め、組織全体に周知させているか。1内部管理基本方

針は、当該保険会社の営む業務の規模・特性に応じ、適切な内容となっているか。 

④【戦略目標の整備・周知】 

取締役会は、経営方針に則り、代表取締役等に委任することなく、当該保険会社

全体の収益目標及びそれに向けたリスクテイクや人的・物的資源配分の戦略等を定

めた当該保険会社全体の戦略目標を明確に定めているか。また、取締役会は、当該

保険会社全体の戦略目標を踏まえた各業務分野の戦略目標を明確に定め、全体の戦

略目標とともに組織内に周知させているか。 

⑤【各リスク管理方針等の整合性・一貫性の確認】 

取締役会は、当該保険会社全体の戦略目標を踏まえ、保険会社全体のリスク管理

に関し、統合的リスク管理方針及び各リスク管理方針について、整合性・一貫性を

確認した上で定めているか。 

２．取締役・取締役会の役割・責任 

①【取締役・代表取締役の役割・責任】 

（ⅰ）取締役は、当該保険会社に適用される各種法令等の概要、顧客の保護及び利便の

向上、当該保険会社が有する各種リスクの特性の概要及びリスク管理の重要性を理

解し、法令等遵守、適正な保険募集、顧客保護等及びリスク管理を経営上の重要課

題の一つとして位置付けているか。また、法令等遵守、適正な保険募集、顧客保護

等及びリスク管理の徹底における監査役の監査、内部監査2、外部監査、保険計理人

による確認の重要性を認識しているか。 

（ⅱ）代表取締役は、経営方針、経営計画、内部管理基本方針、戦略目標及び統合的リ

スク管理方針に沿って適切な人的・物的資源配分を行い、かつそれらの状況を機動

的に管理する態勢を整備するため、適切に権限を行使しているか。 

（ⅲ）代表取締役は、例えば、年頭所感や営業拠点長会議等の機会において、法令等遵

守、適正な保険募集、顧客保護等及びリスク管理に対する取組姿勢を役職員に対し

積極的に明示する等、当該保険会社としての法令等遵守、適正な保険募集、顧客保

護等及びリスク管理に対する取組姿勢を役職員に理解させるための具体的方策を講

じているか。 

1 ここでは、当該保険会社において業務の健全性・適切性を確保するための態勢整備の基本方針を含む文

書を、「内部統制基本方針」「内部統制方針」「内部管理方針」等の名称のいかんを問わず、検証することと

する。 
2 「内部監査」とは、内部監査を受ける各業務部門の本部部門（リスク管理部門を含む。以下同じ。）及び

営業拠点等（以下「被監査部門等」という。）から独立した内部監査部門（検査部、業務監査部等）が、被

監査部門等における内部管理態勢の適切性、有効性を検証するプロセスである。このプロセスは、被監査

部門等における内部事務処理等の問題点の発見・指摘にとどまらず、内部管理態勢の評価及び問題点の改

善方法の提言等まで行うものであり、原則として、内部管理の一環として被監査部門等が実施する検査等

を含まない。以下同じ。
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②【代表取締役に対する牽制】 

取締役は、業務執行に当たる代表取締役の独断専行を牽制・抑止し、適切な業務

執行を実現する観点から、取締役会において実質的議論を行い、業務執行の意思決

定及び業務執行の監督の職責を果たしているか。 

例えば、取締役会規則において、法令等遵守、適正な保険募集、顧客保護等及び

リスク管理に関する事項のうち、当該保険会社の経営にとって重大な影響があるも

のを取締役会の専決事項とした上、重大性の判断を代表取締役に委ねない等の態勢

となっているか。 

③【社外取締役の役割・責任】（社外取締役が選任されている場合） 

社外取締役は、経営の意思決定の客観性を確保する観点から、自らの意義を認識

し、積極的に取締役会に参加しているか。取締役会は、社外取締役が取締役会にお

いて適切な判断をすることができるよう、社外取締役に対し、当該保険会社の状況

に関する情報提供を継続的に行う等、適切な方策を講じる態勢を整備しているか。 

④【取締役の善管注意義務・忠実義務】 

取締役は、職務の執行に当たり、保険会社の業務の健全かつ適切な運営の観点か

ら、取締役会等において実質的議論を行う等、善管注意義務・忠実義務を十分果た

しているか。 

３．組織体制の整備 

①【保険会社全体の組織体制の整備】 

取締役会は、利益相反が生じる可能性がある部門相互につき、連携しつつ、牽制

機能が有効に発揮される形態で設置及び権限の付与を行う等、当該保険会社の業務

及びリスクの管理が全体として適切かつ実効的に機能する組織体制の整備を行って

いるか。 

②【情報開示】 

取締役会は、財務情報その他当該保険会社に関する情報を適正かつ適時に開示す

るための態勢を整備しているか。 

③【保険会社全体の情報の集約及び分析・検討等】 

（ⅰ）取締役会等は、当該保険会社の内部及び外部から、法令等遵守、適正な保険募集、

顧客保護等及びリスク管理に関し、経営管理上必要となる情報等を適時に取得する

態勢を整備しているか。 

例えば、各部門の管理者に対し、一定の事項を定めて定期的に又は必要に応じて

随時、報告をさせる等の方法や、システム上で各部門の管理する情報を取締役・監

査役が閲覧できるようにする方法等により、取締役会等へ情報の伝達及び報告がな

される態勢を整備しているか。さらに、取締役会等は、統合的リスク管理状況に関

する事項については、定期的に又は必要に応じて随時、統合的リスク管理部門の管
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理者から意見を聴取し、当該意見を踏まえて、検討しているか。 

（ⅱ）取締役会等は、内部管理基本方針に則り、取締役等の職務の執行に係る情報の保

存及び管理に関する態勢を整備しているか。 

例えば、取締役会等の議事録を適切に作成し、保存及び管理するほか、必要に応

じ取締役等の指示や決裁書類を記録し、保存及び管理しているか。 

（ⅲ）議事録は、原資料と併せて、取締役会等に報告された内容（リスク管理の実態、

法令等遵守、保険募集の適正性及び顧客保護等に係る問題点のほか、不正行為やト

ラブル等の報告を含む。）や、取締役会等の承認・決定の内容（取締役会等の議論の

経過及び議論の内容を含む。）等、議案及び議事の内容の詳細が確認できるものとな

っているか。また、原資料は、議事録と同期間保存及び管理しているか。 

（ⅳ）監査役が取締役会等の議事録その他取締役等の職務の執行に係る情報に容易にア

クセスできるようにしているか。 

④【新規商品等に関する取扱い】 

（ⅰ）取締役会は、新規の商品の取扱い及び新規の業務の開始その他の事項（以下「新

規商品等」という。）に係る管理（以下「新規商品等管理」という。）が保険契約者

等の保護の観点から重要であること、及び新規商品等管理を軽視することが健全性

の維持や適切な業務運営の確保に重大な影響を与えることを十分認識し、経営方針

や経営計画に則り、新規商品等管理に関する方針（新規商品の開発・販売、既存商

品の改廃に関する事項を含む。以下「新規商品等管理方針」という。）を明確に定め

ているか。また、新規商品等管理方針等に基づき、新規商品等管理について統合的

に管理できる態勢を整備しているか。例えば、商品開発等に係る管理部門や担当委

員会（以下「新商品委員会等」という。）を設置するなど、新規商品等に関連する部

門の間で相互牽制等の機能が十分発揮されるものとなっているか。3

（ⅱ）取締役会等は、新規商品等管理について、新商品委員会等に新規商品等の妥当性

や適法性についての情報を集約し、十分な検討を行わせる態勢を整備しているか。 

 例えば、以下の点について適切に態勢整備されているか。 

・ 統合的リスク管理部門及び各リスク管理部門に、新規商品等に内在するリス

クを特定させ新商品委員会等に適時に報告させる態勢 

・ 保険募集管理部門に、保険募集管理の観点からの問題点等を検討させ、適時

に報告させる態勢 

・ 顧客保護等管理の各担当部門及び各管理責任者に顧客保護等管理の観点から

の問題点等を検討させ、適時に報告させる態勢 

・ 新規商品等に関する法的な問題点に関し、事前にリーガル・チェック等を受

けさせる態勢 

3 新規商品等に係る管理を統合的リスク管理部門や新商品委員会その他の会議体において行うことを妨げ

るものではない。 
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（ⅲ）取締役会等は、新規商品等に関する事項で、経営に重大な影響を与えるものにつ

いては、取締役会等に報告される態勢を整備しているか。 

（ⅳ）取締役会等は、経営に重大な影響を与える新規商品の開発及び既存商品の改廃に

際し、承認することとしているか。また、新規商品の開発・販売及び既存商品の改

廃が、他社との競合等営業政策の観点のみではなく、リスク管理の観点からも問題

ないことを新規商品等管理方針や統合的リスク管理方針、保険引受リスク管理方針

等に照らし確認しているか。さらに、保険約款については、専門用語を安易に使用

することが保険約款の理解を困難にすることに留意して、保険契約者等の視点に立

った分かり易い内容となっているか確認させる態勢を整備しているか。 

（ⅴ）取締役会等は、新規商品の開発・販売及び既存商品の改廃等の保険数理に関する

事項について、必要に応じ保険計理人から意見を聴取しているか。また、当該意見

に沿わない場合、合理的な理由によっているか。

⑤【子会社等に関する管理態勢】 

取締役会等は、子会社等4の業務の規模・特性に応じ、子会社等の業務運営を適正

に管理し、保険会社の子会社等が行う業務が法令等遵守、適正な保険募集、顧客保

護等及びリスク管理の観点から適切なものとなるような措置を講じているか。また、

当該保険会社と子会社等との取引が弊害防止措置の遵守やアームズ・レングス・ル

ールの遵守の観点から、適切なものとなるよう措置を講じているか。 

⑥【法令等遵守、適正な保険募集、顧客保護等、リスク管理等の重視】 

取締役会等は、営業推進部門等を過度に重視するのではなく、法令等遵守、適正

な保険募集、顧客保護等、統合的リスク管理、各リスク管理、内部監査を重視する

具体的方策を実施しているか。例えば、これらの業務に従事する職員につき、業績

評価・人事考課上、公平に位置付け、その戦略上の重要性に鑑み適切な評価を与え

る態勢を整備しているか。 

⑦【危機管理態勢】 

取締役会等は、当該保険会社にとって何が危機であるかを適切に認識し、危機発

生時において経営陣による迅速な対応及びリスク軽減措置等の対策を講じるため、

平時より当該保険会社の危機管理について適切な態勢整備を行っているか。 

例えば、危機管理マニュアル等の策定、業務継続計画（BCP）の策定、危機発生時

の情報収集及び発信態勢、風評に関する危機時の対応態勢等の態勢整備が適切に行

われているか。

４．モニタリング及び見直し 

取締役会は、定期的に又は必要に応じて随時、業務運営の状況及び保険会社が直面

するリスクの報告を受け、必要に応じて調査等を実施させた上で、経営方針、経営計

4 保険業法第 97 条の２第３項参照。 
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画、内部管理基本方針、戦略目標、統合的リスク管理方針、各リスク管理方針、法令

等遵守方針、保険募集管理方針、顧客保護等管理方針その他の方針の有効性・妥当性

及びこれらに則った当該保険会社全体の態勢の実効性を検証し、適時に見直しを行っ

ているか。 
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Ⅱ．内部監査態勢の整備・確立状況 

１．取締役会及び取締役会等による内部監査態勢の整備・確立 

⑴ 方針の策定 

①【取締役の役割・責任】 

取締役は、業務の規模・特性、業務に適用される法令等の内容及びリスク・プロ

ファイルに応じた実効性ある内部監査態勢を整備することが、適切な法令等遵守、

適正な保険募集、顧客保護等及びリスク管理に必要不可欠であることを十分に認識

しているか。 

特に、内部監査の担当取締役は、当該保険会社の内部監査態勢の状況を的確に認

識し、適正な内部監査態勢の整備・確立に向けた方針及び具体的な方策を検討して

いるか。 

②【内部監査方針の整備・周知】 

取締役会は、経営方針及び内部管理基本方針に則り、内部監査の実効性の確保に

向けた方針（以下「内部監査方針」という。）を定め、組織全体に周知させているか。 

⑵ 規程・組織体制の整備 

①【内部監査規程の整備】 

取締役会等は、内部監査に関する内部規程（以下「内部監査規程」という。）を内

部監査部門又は内部監査部門長に策定させ、内部監査方針に合致することを確認し

た上で、内部監査規程を承認しているか。 

内部監査規程には、特に、以下の項目等が規定されているか。 

・ 内部監査の目的 

・ 内部監査部門の組織上の独立性 

・ 内部監査部門の業務、権限及び責任の範囲 

・ 内部監査部門の情報等の入手体制 

・ 内部監査の実施体制 

・ 内部監査部門の報告体制 

②【内部監査実施要領の整備】 

取締役会等は、内部監査の実施対象となる項目及び実施手順を定めた要領（以下

「内部監査実施要領」という。）を内部監査部門又は内部監査部門長に策定させ、承

認しているか。内部監査実施要領は、被監査部門等の業務の実態を反映し、業務の

内容に見合った実効的な監査の実施のために適切なものとなっているか。また、必

要に応じ、内部監査部門に、内部監査の実施対象と実施手順の細目を記載した内部

監査実施細則を策定させているか。 
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③【内部監査計画の整備】 

（ⅰ）取締役会等は、被監査部門等における法令等遵守、保険募集、顧客保護等及びリ

スク管理の状況を把握した上、頻度及び深度等に配慮した効率的かつ実効性のある

内部監査の計画（以下「内部監査計画」という。）を内部監査部門又は内部監査部門

長に策定させ、その重点項目を含む基本的事項を承認しているか。また、取締役会

等は、内部監査計画が必要に応じて随時追加的な監査が可能なものとなっているこ

とを確認した上で、これを承認しているか。 

（ⅱ）内部監査計画は、子会社等の業務について、法令等に抵触しない範囲で監査対象

としているか。また、内部監査の対象とできない子会社等の業務並びに外部に委託

した業務については、当該業務の所管部門等による管理状況等を監査対象としてい

るか。 

④【内部監査部門の態勢整備】 

（ⅰ）取締役会は、内部監査方針及び内部監査規程に則り、内部管理態勢の適切性・有

効性を検証する内部監査部門を設置し、その機能が十分発揮される態勢を整備して

いるか。 

（ⅱ）取締役会は、内部監査部門に、内部監査部門を統括するのに必要な知識と経験を

有する内部監査部門長を配置し、当該内部監査部門長の業務の遂行に必要な権限を

付与して管理させているか。また、内部監査部門長に被監査部門等を兼担させる場

合には、内部監査部門の独立性を確保するための措置を講じているか。 

（ⅲ）取締役会等は、内部監査部門に、必要な知識、経験及び当該業務等を十分検証で

きるだけの専門性を有する人員を適切な規模で配置し、当該人員に対し業務の遂行

に必要な権限を与えているか。また、内部監査の従事者の専門性を高めるための内

外の研修を活用するなどの方策を講じているか。その際、内部監査部門に継続的な

研修制度を設け、内部監査の従事者がこれを定期的に利用していることが望ましい。 

（ⅳ）取締役会は、内部監査部門について、被監査部門等からの独立性を確保し、牽制

機能が働く体制を整備しているか。また、取締役会は、内部監査部門が、被監査部

門等から不当な制約を受けることなく監査業務を実施できる態勢を確保しているか。

取締役会は、内部監査部門に、業務活動そのものや、財務情報その他業務情報の作

成等、被監査部門等が行うべき業務に従事させることを防止する態勢を整備してい

るか。 

（ⅴ）取締役会は、通常の監査とは別に、法令等違反が生じやすい業務、システム等に

ついて、特別な監査を実施できる態勢を整備しているか。また、現行の内部監査態

勢で十分な監査業務を遂行し得ないと判断した業務等について、外部の専門家を活

用することにより内部監査機能を補強・補完している場合においても、その内容、

結果等に引き続き責任を負っているか。 

（ⅵ）取締役会は、内部監査規程に則り、内部監査の従事者に対し、職務遂行上必要と
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される全ての資料等の入手や、職務遂行上必要とされる全ての役職員等を対象に面

接・質問等できる権限を付与しているか。 

（ⅶ）取締役会は、内部監査部門の業務、権限及び責任の範囲等を役職員等に周知徹底

する態勢を整備しているか。 

（ⅷ）取締役会等は、一定以上のリスクがあると判断した海外拠点等には、営業拠点長

等から独立し、内部監査部門に直結した内部監査担当者（インターナル・オーディ

ター）を設置しているか。 

（ⅸ）取締役会は、内部監査の結果について適時適切に報告させる態勢を整備している

か。 

⑶ フォローアップ態勢 

  【取締役会による問題点の改善】 

取締役会は、内部監査部門からの内部監査報告書の提出又は報告を受け、そのう

ち経営に重大な影響を与えると認められる問題、被監査部門等のみで対応できない

と認められる問題等について、速やかに適切な措置を講じているか。また、内部監

査部門に必要なフォローアップを実施させ、改善状況の確認をさせた上で被監査部

門等の改善状況に問題がある場合には取締役会へ報告させる態勢を整備しているか。 

２．内部監査部門の役割・責任 

①【内部監査実施要領の策定】 

内部監査部門は、監査すべき事項を適切に特定し、内部監査の実施対象となる項

目及び実施手順を定めた内部監査実施要領を策定し、取締役会等による承認を受け

ているか。内部監査実施要領は、本マニュアルに含まれる事項を網羅し、実効的な

監査を行いうるものとなっているか。また、内部監査部門は、必要に応じ、内部監

査の実施対象と実施手順の細目を記載した内部監査実施細則を策定しているか。 

②【内部監査計画の策定】 

内部監査部門は、被監査部門等における法令等遵守、保険募集、顧客保護等及び

リスク管理の状況を把握した上、頻度及び深度等に配慮した効率的かつ実効性のあ

る内部監査計画を立案し、重点項目を含む基本的事項について取締役会等の承認を

受けているか。また、子会社等の業務について、法令等に抵触しない範囲で監査対

象としているか。内部監査の対象とできない子会社等の業務並びに外部に委託した

業務については、当該業務の所管部門等による管理状況等を監査対象としているか。 

③【内部監査の実施】 

（ⅰ）内部監査部門は、内部監査実施要領及び内部監査計画に基づき、各被監査部門等

に対し、頻度及び深度等に配慮した効率的かつ実効性ある内部監査（例えば、抜き

打ちとするなど）を実施しているか。また、内部監査部門による保険募集人に対す
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る内部監査を一定の頻度で行うことがやむを得ない理由により採り得ない場合は、

担当部門又は営業拠点等による検査が同等以上の頻度で行われているか。その場合、

有効性確保への取組み、問題点の是正において、同等の位置付け、実効性が確保さ

れているか。 

（ⅱ）内部監査部門は、内部監査規程等に基づき、同一の内部監査の従事者が連続して

同一の被監査部門等の同一の監査に従事することや内部監査の従事者が直前に従事

していた被監査部門等の監査を行うことを回避するなど公正な内部監査が実現でき

るように努めているか。 

（ⅲ）内部監査の従事者は、内部監査で実施した手続、把握した問題点等を正確に記録

しているか。また、内部監査の従事者は、内部監査実施要領及び内部監査計画に基

づき、遅滞なく、内部監査で発見・指摘した問題点等を正確に反映した内部監査報

告書を作成しているか。 

（ⅳ）内部監査部門長は、内部監査報告書の内容を確認し、そこで指摘された重要な事

項について、問題点の発生頻度、重要度及び原因等を分析した上、遅滞なく取締役

会に提出又は報告しているか。特に、経営に重大な影響を与えると認められる問題

点又は顧客の利益が著しく阻害される問題点は、速やかに取締役会に報告している

か。また、内部監査部門長は、必要に応じて内部管理等に関する会議（各種法令等

遵守委員会等）に出席し、内部監査の状況の報告及び情報収集を行っているか。 

（ⅴ）内部監査部門は、内部監査の過程で法令違反行為又はそのおそれのある行為を認

識した場合、速やかにコンプライアンス統括部門5に報告しているか。また、内部監

査の結果を分析して問題点等を的確に指摘し、定期的に又は必要に応じて随時、こ

れをコンプライアンス統括部門、各業務部門及び営業拠点等に通知しているか。 

④【フォローアップ態勢】 

被監査部門等は、内部監査報告書等で指摘された問題点について、その重要度合

い等を勘案した上、遅滞なく改善し、必要に応じて改善計画等を作成しているか。

また、内部監査部門は、被監査部門等の改善状況を適切に確認し、その後の内部監

査計画に反映させているか。

３．評価・改善活動 

⑴ 分析・評価 

①【内部監査の有効性の分析・評価】 

取締役会は、監査役監査、内部監査及び外部監査6の結果、各種調査結果並びに各

5 法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト参照。 
6 ここに言う外部監査は、会計監査人による財務諸表監査に限定するものではないが、現状では、制度上

義務付けられている財務諸表監査及び同監査手続の一環として実施される内部管理態勢の有効性等の検証

以外の外部監査を義務付けるものではないことに留意する必要がある。 

ただし、保険会社が、内部管理態勢の有効性等を確保するため、財務諸表監査と別に外部監査を受けて

いる場合は、財務諸表監査の結果と併せて、内部管理態勢の有効性等を総合的に検証することとなる。
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部門からの報告等の内部監査の状況に関する情報（内部監査実施要領及び内部監査

計画の遵守状況に関する情報を含む。）に基づき、内部監査の状況を的確に把握し、

内部監査の実効性の分析・評価を行った上で、態勢上の弱点、問題点等改善すべき

点の有無及びその内容を適切に検討するとともに、その原因を適切に検証している

か。また、必要な場合には、利害関係者以外の者によって構成された調査委員会等

を設置する等、その原因究明については万全を期しているか。 

また、内部監査部門長は、内部監査実施要領及び内部監査計画の有効性を、定期

的に又は必要に応じて随時、分析・評価し、取締役会に報告しているか。 

②【分析・評価プロセスの見直し】 

取締役会は、定期的に又は必要に応じて随時、内部監査の状況に関する報告・調

査結果等を踏まえ、分析・評価プロセスの有効性を検証し、適時に見直しているか。 

⑵ 改善活動 

①【内部監査態勢の改善活動】 

取締役会は、上記３．⑴の分析・評価及び検証の結果に基づき、必要に応じて改

善計画を策定しこれを実施する等の方法により、適時適切に当該問題点及び態勢上

の弱点の改善を実施する態勢を整備しているか。 

②【改善活動の進捗状況】 

取締役会は、改善の実施について、その進捗状況を定期的に又は必要に応じて随

時、検証し、適時適切にフォローアップを図る態勢を整備しているか。 

③【改善プロセスの見直し】 

取締役会は、定期的に又は必要に応じて随時、内部監査の状況に関する報告・調

査結果等を踏まえ、改善プロセスの有効性を検証し、適時に見直しているか。
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Ⅲ．監査役・監査役会による監査態勢の整備・確立状況 

１．監査役の監査環境の整備 

①【監査環境の整備】 

監査役は、その職務を適切に遂行するため、取締役、会計監査人、内部監査部門、

コンプライアンス統括部門の管理者、子会社の取締役等との間の緊密な連携を図り、

定期的な報告を求める等、情報の収集及び監査の環境の整備に努めているか。 

②【監査役会の機能】 

監査役会を設置している場合、監査役会は、各監査役の権限行使を妨げない限度

において、監査役や他の関係者から監査に関する重要な事項について報告を受け、

協議及び決議を行っているか。 

③【監査業務の補佐態勢】 

監査役は、監査役及び監査役会を補佐する適切な人材を、適正な規模で確保して

いるか。また、監査役及び監査役会を補佐する者は、監査役の補佐業務の遂行に関

し、取締役及び取締役会からの指揮命令を受けない等の態勢となっているか。 

④【独立性の確保】 

監査役及び監査役会は、組織上及び業務の遂行上、独立性が確保される態勢とな

っているか。特に、監査役の調査権限及び報告権限を妨げることや、監査費用支出

に不合理な制限を設けることを排除し、監査役の独立性を確保しているか。

２．監査の実施 

①【監査方針及び監査計画の策定】 

監査役は、取締役が適切な内部管理態勢を整備し適切に運用しているかを監視し

検証する観点から、監査すべき事項を特定し、監査方針及び監査計画を策定してい

るか。 

②【監査の実効的実施】

監査役及び監査役会は、付与された広範な権限を適切に行使し、会計監査に加え、

業務に関する監査を実効的に実施しているか。監査役会が設けられている場合であ

っても、各監査役は、あくまでも独任制の機関として、自己の責任に基づき積極的

な監査を実施しているか。 

③【子会社に対する調査】 

監査役は、取締役による企業集団の業務の健全性確保のための職務執行状況を監

査する観点から、企業集団内において適切な内部管理態勢が整備されているかに留

意し、子会社の経営管理態勢及び内部管理態勢の状況等について、必要に応じて調

査等を行っているか。 
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④【取締役会等への出席等】 

監査役は、取締役会に出席し、必要に応じ意見を述べるなど、取締役の職務執行

状況について適切に監査を行っているか。また、監査役は、必要に応じ、常務会等

に出席し意見を述べる等、適切な監査のための権限行使を行っているか。 

⑤【外部専門家等の活用】 

監査役及び監査役会は、その機能発揮の補完のために、必要に応じ、弁護士・公

認会計士・保険計理人等の専門家を活用しているか。 

⑥【会計監査結果についての検証】 

監査役及び監査役会は、会計監査人による会計監査のプロセス及び監査結果が相

当なものであるか否かをチェックし、場合によっては、会計監査人の交代等につい

て適切に提言する等の措置を講じているか。 

⑦【違法行為の阻止等】 

監査役は、取締役が不正な行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認

めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実がある

と認めるときは、遅滞なく取締役会に報告しているか。また、監査役が、取締役の

法令・定款違反行為により当該保険会社に著しい損害が生ずるおそれがあると認め

るときは、当該行為を阻止するため、適切な措置を講じているか。 

 ⑧【社外監査役】 

社外監査役は、自らの立場を活かしつつ、監査機能を十分発揮しているか。特に

非常勤社外監査役の場合には、監査機能の発揮のため、常勤監査役との意思疎通・

連携等を十分に図っているか。
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Ⅳ．外部監査態勢の整備・確立 

①【会計監査人、弁護士等による内部管理態勢に対する外部監査】 

内部管理態勢の有効性等について、年一回以上、会計監査人、弁護士等の外部の

専門家による外部監査7を受けているか。海外拠点を有する保険会社においては、海

外の各拠点ごとに各国の事情に応じた外部監査を受けているか。 

また、取締役会又は監査役会は、監査の内容に応じて、監査結果を適時に受領し

ているか。 

②【実効的監査のための協力】 

取締役会は、外部監査人が実効的な監査を実施することができるよう、社内の各

部門・部署等に協力させるための措置を講じているか。 

③【外部監査の有効性の分析・評価】 

取締役会及び監査役会は、外部監査が有効に機能していることを定期的に確認し

ているか。 

また、取締役及び取締役会等は、子会社等において実施された外部監査の結果に

ついても、必要に応じて適切に報告を受け、問題点を把握するなど子会社等におけ

る外部監査が有効に機能していることを把握しているか。 

④【改善及びフォローアップ】 

取締役会は、外部監査人により指摘された問題点を一定の期間内に改善する態勢

を整備しているか。被監査部門等は、指摘された問題点について、その重要度合い

等を勘案した上、遅滞なく改善し、必要に応じて改善計画等を作成しているか。ま

た、内部監査部門等は、その改善の進捗状況を適切に確認しているか。

7 ここに言う外部監査は、会計監査人による財務諸表監査に限定するものではないが、現状では、制度上

義務付けられている財務諸表監査及び同監査手続の一環として実施される内部管理態勢の有効性等の検証

以外の外部監査を義務付けるものではないことに留意する必要がある。 

ただし、保険会社が、内部管理態勢の有効性等を確保するため、財務諸表監査と別に外部監査を受けて

いる場合は、財務諸表監査の結果と併せて、内部管理態勢の有効性等を総合的に検証することとなる。 
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Ⅴ．保険計理人による確認態勢の整備・確立 

①【保険計理人の選任】 

（ⅰ）取締役会は、保険計理人の選任及び退任・解任について、保険計理人の職務の独立

性を保持する観点から、法令等の規定に従い、適正に行っているか。 

（ⅱ）取締役会は、職務遂行上必要な権限を保険計理人に付与しているか。また、保険計

理人について運用部門、営業推進部門等及び商品開発部門からの独立性を確保するこ

となどにより、牽制機能が発揮される態勢を整備しているか。 

 ②【保険計理人の役割】 

（ⅰ）保険計理人は、保険料の算出方法その他の保険数理に関する事項について、顧客の

衡平な取扱い及び財務の健全性等の観点から、法令等に則り関与しているか。また、

そのために必要な情報について、各関連部門より報告を受けているか。さらに、必要

に応じて意見を述べる等保険計理人としての職務を十分に果たしているか。 

（ⅱ）保険計理人は、責任準備金等が健全な保険数理に基づいて積立てられていることを、

法令等に則り適切に確認しているか。 

（ⅲ）保険計理人は、契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が公正かつ衡平に行われ

ていることを、法令等に則り適切に確認しているか。 

（ⅳ）保険計理人は、法令等に則り将来収支分析を行っているか。 

（ⅴ）保険計理人は、保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるか

どうかを、法令等に則り適切に確認しているか。 

（ⅵ）保険計理人は、取締役会へ法令に定める事項を記載した意見書を提出し、取締役に

対し、その内容を適切に説明した上で、写しを当局に提出しているか。 
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Ⅵ．総代会等の運営態勢の整備・確立（相互会社の場合） 

①【総代の選出】 

（ⅰ）総代選出の方法（選考手続及び選考基準を含む。）が説明書類に明確かつ平易に示

され、総代会において、その考え方・理由について説明が行われているか。説明書類

に、意見の送付先が明記されているか。総代選出の方法は、定款の記載に合致してい

るか。 

（ⅱ）総代は、保険種類、年齢、性別、職業、社員資格取得時期及び地域等の観点から、

社員の意思を適切に反映するように構成されているか。総代の数は、社員の意思を適

切に反映するために必要かつ十分な数となっているか。総代数を適切とする理由、社

員全体の構成と総代の構成の対比及び総代の構成が説明書類に明確かつ平易に示さ

れ、総代会において説明されているか。 

（ⅲ）総代候補者選定のプロセスは、公正かつ透明性の高いものとなっているか。総代は

社員の代表として選出するとの趣旨にかんがみ、選考段階において既に社員である者

のうちから総代候補者を選出しているか。 

（ⅳ）総代を再任する場合、適切な再任限度年数が規程に定められているか。 

（ⅴ）信任投票に当たり、総代候補者の所信又は選考委員会等による人選に係る趣旨説

明等、各総代候補者に関する判断材料の充実が図られているか。 

 ②【総代会の運営】 

（ⅰ）総代会については、制度の趣旨に則り、経営監視機能が適切に発揮されるよう、法

令に従って充実した運営が図られているか。 

（ⅱ）総代会において、事業報告書記載の事項に加え、ソルベンシー・マージン比率を初

めとする経営に重大な影響を与える事項及び顧客の利害に関する重要な事項が明確

かつ平易に報告されているか。また、総代会開催時以外において、総代に対し、経営

状況に関する情報提供が適切に行われているか。また、総代からの意見等の収集策を

策定し、他の総代に対し当該収集策を周知する措置が講じられているか。 

（ⅲ）総代会の傍聴を希望する社員にその機会が与えられているか。また、社員に対し、

当該傍聴制度を周知するための努力をしているか。保険会社に対する意見、質問等の

機会が設けられているか。 

（ⅳ）総代会に関する議事録等が、社員に対し開示されているか。
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法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト 

Ⅰ．経営陣による法令等遵守態勢の整備・確立状況 

【検証ポイント】 

・ 保険会社にとって法令等遵守態勢の整備・確立は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保

するための最重要課題の一つであり、経営陣には、法令等遵守態勢の整備・確立のため、法令等遵

守に係る基本方針を決定し、組織体制の整備を行う等、保険会社の業務の全般にわたる法令等遵守

態勢の整備・確立を自ら率先して行う役割と責任がある。 

・ 検査官は、経営陣が、①方針の策定、②内部規程・組織体制の整備、③評価・改善活動をそれぞ

れ適切に行っているかといった観点から、法令等遵守態勢が有効に機能しているか否か、取締役会

の役割と責任が適切に果たされているかをⅠ．のチェック項目を活用して具体的に確認する。 

・ 本チェックリストのⅡ．以降の各チェック項目の検証において問題点の発生が認められた場合、

当該問題点がⅠ．のいずれの要素の欠如又は不十分に起因して発生したものであるかを漏れなく検

証し、双方向の議論を通じて確認する。 

・ 検査官が認識した弱点・問題点を経営陣が認識していない場合には、特に、態勢が有効に機能し

ていない可能性も含めて検証し、双方向の議論を通じて確認する。 

・ 検査官は、前回検査における指摘事項のうち、軽微でない事項の改善状況について検証し、実効

性ある改善策が策定され実行されているか否か確認する。 

１．方針の策定 

①【取締役の役割・責任】 

取締役は、法令等遵守の徹底が保険会社の信頼の維持、業務の健全性及び適切性

の確保のため必要不可欠であることを十分に認識し、法令等遵守を重視しているか。

特に、自らの担当する業務に関し留意すべき法令上の問題点を認識し、業務の適法

な運営に万全を期しているか。 

また、法令等遵守の担当取締役は、保険会社全体の業務に適用される法令等の内

容を理解するだけでなく、法令等遵守の状況のモニタリング・法令等遵守の徹底等

の方法を十分に理解し、この理解に基づき当該保険会社の法令等遵守の状況を的確

に認識し、適正な法令等遵守態勢の整備・確立に向けた方針及び具体的な方策を検

討しているか。 

②【法令等遵守方針の整備・周知】 

取締役会は、経営方針に則り、法令等遵守に係る基本方針（以下「法令等遵守方

針」という。）を定め、組織全体に周知させているか。 

③【方針策定プロセスの見直し】 

取締役会は、定期的に又は必要に応じて随時、法令等遵守の状況に関する報告・

調査結果等を踏まえ、方針策定のプロセスの有効性を検証し、適時に見直している
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か。

２．内部規程・組織体制の整備 

①【内部規程の整備・周知】 

取締役会等は、法令等遵守方針に則り、法令等遵守に関する取決めについて明確

に定めた内部規程（以下「法令等遵守規程」という。）を、法令等遵守に関する事項

を一元的に1管理する部門（以下「コンプライアンス統括部門」という。）の管理者

（以下本チェックリストにおいて単に「管理者」という。）に策定させ、組織内に周

知させているか。取締役会等は、法令等遵守規程についてリーガル・チェック等を

経て、法令等遵守方針に合致することを確認した上で承認しているか。 

②【コンプライアンス統括部門の態勢整備】 

（ⅰ）保険会社全体の法令等遵守の徹底を図るためには、保険会社の様々な部署に散在

する法令等遵守に関する情報（例えば、顧客からの苦情、営業職員の勤務状況、不

祥事件に関する調査報告、保険契約継続の状況、経費支出状況等の法令等遵守に関

する問題を適時かつ的確に認識するために必要となる情報。以下「コンプライアン

ス関連情報」という。）を一元的に2収集、管理、分析、検討して、その結果に基づ

き適時に適切な措置・方策を講じることが必要不可欠である。この観点から、取締

役会等は、法令等遵守方針及び法令等遵守規程に則り、コンプライアンス統括部門

を設置し、所掌事項を明確にして権限を付与し、適切な役割・機能を発揮させる態

勢を整備しているか。3

（ⅱ）取締役会は、コンプライアンス統括部門に、当該部門を統括するために必要な知

識と経験を有する管理者を配置し、当該管理者に対し管理業務の遂行に必要な権限

を与えて管理させているか。 

（ⅲ）取締役会等は、コンプライアンス統括部門に、その業務の遂行に必要な知識と経

験を有する人員を適切な規模で配置し、当該人員に対し業務の遂行に必要な権限を

与えているか。4

（ⅳ）取締役会等は、コンプライアンス統括部門について営業推進部門等からの独立性

を確保することなどにより、牽制機能が発揮される態勢を整備しているか。特に、

コンプライアンス統括部門が他の業務との兼務をする場合、営業推進部門等からの

1 ただし、保険募集に関する法令等遵守を第一次的に管理する部門としては、保険募集管理部門が存在す

る。 
2 ただし、募集コンプライアンス情報（保険募集管理態勢の確認検査用チェックリスト参照）に関する収

集、管理、分析、検討等を第一次的に行う部門としては、保険募集管理部門が存在する。 
3 コンプライアンス統括部門を独立した態様で設置しない場合（例えば、他の部門と統合した一つの部門

を構成する場合のほか、他の業務と兼担する部署が法令等遵守の一元的管理を担当する場合や、部門や部

署ではなく責任者が法令等遵守を担当する場合等）には、当該保険会社の規模・特性に応じ、その態勢の

あり方が十分に合理的で、かつ、機能的な側面から見て部門を設置する場合と同様の機能を備えているか

を検証する。 
4 人員の配置及び権限の付与についての権限が取締役会等以外の部署・役職にある場合には、その部署・

役職の性質に照らし、牽制機能が働く等合理的なものとなっているか否かを検証する。 
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干渉を防止する態勢となっているかに留意する。 

（ⅴ）取締役会等は、法令等の遵守のうち保険募集に係る事項については、コンプライ

アンス統括部門と保険募集管理部門との相互の連携・協力が必要に応じて十分に図

られる態勢を整備しているか。 

③【各業務部門及び営業拠点等における法令等遵守態勢の整備】 

（ⅰ）取締役会等は、管理者又はコンプライアンス統括部門を通じ、各業務部門及び営

業拠点等に対し、遵守すべき法令等、内部規程・業務細則5等を周知させ、遵守させ

る態勢を整備するなど、法令等遵守の実効性を確保する態勢を整備しているか。 

例えば、管理者又はコンプライアンス統括部門に、各部門が遵守すべき法令等、

内部規程・業務細則等を特定させ、業務の内容や職責に応じた効果的な研修を定期

的に行わせる等の具体的な施策を行うよう指示しているか。 

（ⅱ）取締役会等は、各業務部門及び営業拠点等毎にコンプライアンス担当者を配置し、

コンプライアンス統括部門等と連携させているか。また、モニタリングが困難等の

事情により法令等遵守態勢の実効性を確保する必要性が高い業務部門や営業拠点等

（例えば海外拠点等）には、例えば、当該部署の法令等遵守を確保するコンプライ

アンス・オフィサーを配置し、営業推進部門等からの独立性を確保しつつ、管理者

と連携させる等の工夫によりコンプライアンス統括部門等との連携を保たせている

か。 

（ⅲ）取締役会等は、業務の規模・特性に応じて、法令等遵守の観点から必要あるとき

は、業務隔壁や情報の遮断措置を設置する等の態勢を整備しているか。必要のある

ときとは、例えば、インサイダー取引の防止、利益相反の管理等のために必要な場

合をいう。 

④【コンプライアンス・マニュアルの整備・周知】 

取締役会は、管理者に、法令等遵守方針及び法令等遵守規程に沿って、役職員が

遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に示した

手引書（以下「コンプライアンス・マニュアル」という。）を策定させ、承認した上

で組織全体に周知させているか。また、コンプライアンス・マニュアルの重要な見

直しについては、取締役会が承認しているか。 

⑤【コンプライアンス・プログラムの整備・周知】 

取締役会は、管理者に、法令等遵守方針及び法令等遵守規程に沿って、コンプラ

イアンスを実現させるための具体的な実践計画（内部規程の整備、職員等の研修計

画等。以下「コンプライアンス・プログラム」という。）を最長でも年度毎に策定さ

せ、承認した上で組織全体に周知させているか。 

また、代表取締役及び取締役会は、その進捗状況や達成状況を定期的にかつ正確

に把握・評価しているか。さらに、コンプライアンス・プログラムの実施状況を業

績評価や人事考課等に衡平に反映する態勢を整備しているか。 

5 業務細則とは、取締役会等から授権された者又は部署が制定・改廃を行う内部規程の下位規程をいう。 
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⑥【取締役会等への報告・承認態勢の整備】 

取締役会等は、報告事項及び承認事項を適切に設定した上で、管理者に、定期的

に又は必要に応じて随時、取締役会等に対し法令等遵守の状況を報告させ、又は承

認を求めさせる態勢を整備しているか。特に、経営に重大な影響を与える、又は顧

客の利益が著しく阻害される事案については、取締役会等に対し速やかに報告させ

る態勢を整備しているか。 

⑦【監査役への報告態勢の整備】 

取締役会は、監査役へ直接報告されるべき事項を特定した場合には、報告事項を

適切に設定した上で管理者から直接報告を行わせる態勢を整備しているか。6

⑧【内部監査実施要領及び内部監査計画の策定】 

取締役会等は、内部監査部門又は内部監査部門長に、法令等遵守について監査す

べき事項を適切に特定させ、内部監査の実施対象となる項目及び実施手順を定めた

要領（以下「内部監査実施要領」という。）並びに内部監査計画を策定させた上で承

認しているか。7

⑨【内部規程・組織体制の整備プロセスの見直し】 

取締役会等は、定期的に又は必要に応じて随時、法令等遵守の状況に関する報

告・調査結果等を踏まえ、内部規程・組織体制の整備プロセスの有効性を検証し、

適時に見直しているか。

３．評価・改善活動 

⑴ 分析・評価 

①【法令等遵守態勢の分析・評価】 

取締役会等は、監査役監査、内部監査及び外部監査8の結果、各種調査結果並びに

各部門からの報告等全ての法令等遵守の状況に関する情報に基づき、法令等遵守の

状況を的確に分析し、法令等遵守態勢の実効性の評価を行った上で、態勢上の弱点、

問題点等改善すべき点の有無及びその内容を適切に検討するとともに、その原因を

適切に検証しているか。また、必要な場合には、利害関係者以外の者によって構成

された調査委員会等を設置する等、その原因究明については万全を期しているか。 

②【分析・評価プロセスの見直し】 

取締役会等は、定期的に又は必要に応じて随時、法令等遵守の状況に関する報

告・調査結果等を踏まえ、分析・評価プロセスの有効性を検証し、適時に見直して

6 このことは、監査役が自ら報告を求めることを妨げるものではなく、監査役の権限及び活動を何ら制限

するものではないことに留意する。 
7 内部監査計画についてはその基本的事項について承認すれば足りる。
8 ここに言う外部監査は、会計監査人による財務諸表監査に限定するものではないが、現状では、制度上

義務付けられている財務諸表監査及び同監査手続の一環として実施される内部管理態勢の有効性等の検証

以外の外部監査を義務付けるものではないことに留意する必要がある。 

ただし、保険会社が、内部管理態勢の有効性等を確保するため、財務諸表監査と別に外部監査を受けて

いる場合は、財務諸表監査の結果と併せて、内部管理態勢の有効性等を総合的に検証することとなる。
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いるか。

⑵ 改善活動 

①【改善の実施】 

取締役会等は、上記３．⑴の分析・評価及び検証の結果に基づき、必要に応じて

改善計画を策定しこれを実施する等の方法により、適時適切に当該問題点及び態勢

上の弱点の改善を実施する態勢を整備しているか。

②【改善活動の進捗状況】 

取締役会等は、改善の実施について、その進捗状況を定期的に又は必要に応じて

随時、検証し、適時適切にフォローアップを図る態勢を整備しているか。 

③【改善プロセスの見直し】 

取締役会等は、定期的に又は必要に応じて随時、法令等遵守の状況に関する報

告・調査結果等を踏まえ、改善プロセスの有効性を検証し、適時に見直しているか。 
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Ⅱ．管理者による法令等遵守態勢の整備・確立状況 

【検証ポイント】 

・ 本章においては、管理者及びコンプライアンス統括部門が果たすべき役割と負うべき責任につい

て検査官が検証するためのチェック項目を記載している。 

・ Ⅱ．の各チェック項目の検証において問題点の発生が認められた場合、当該問題点がⅠ．のいず

れの要素の欠如又は不十分に起因して発生したものであるかを漏れなく検証し、双方向の議論を通

じて確認する。 

・ 検査官が発見した問題点を経営陣が認識していない場合には、特に上記Ⅰ．の各態勢及びその過

程が適切に機能していない可能性も含め、厳格に検証し、双方向の議論を通じて確認する。 

・ 検査官は、前回検査における指摘事項のうち、軽微でない事項の改善状況について検証し、実効

性ある改善策が策定され実行されているか否か確認する。 

１．管理者の役割・責任 

⑴ 内部規程等の策定 

①【法令等遵守規程の整備・周知】 

管理者は、役職員が業務の内容に応じて遵守すべき法令等を十分に理解し、法令

等遵守方針に則り、法令等遵守規程を策定しているか。法令等遵守規程は、取締役

会等の承認を受けた上で、組織内に周知されているか。 

②【法令等遵守規程の内容】 

法令等遵守規程の内容は、業務の特性に応じ、役職員が遵守すべき法令等の遵守

に関する取決めを網羅し、適切に規定されているか。例えば、以下の項目について

明確に記載される等、適切なものとなっているか。 

・ コンプライアンス統括部門の役割・責任及び組織に関する取決め 

・ コンプライアンス関連情報の収集、管理、分析及び検討に関する取決め 

・ 法令等遵守のモニタリングに関する取決め 

・ リーガル・チェック等に関する取決め（例えば、各部門が業務上作成又は関

与する内部規程、契約書、広告等の文書、取引、業務等のうち、リーガル・チ

ェック等を行うべきもの） 

・ 研修・指導等の実施に関する取決め 

・ コンプライアンス統括部門が行った調査に関する記録の保存・管理等に関す

る取決め 

・ 新規商品等の承認・審査に関する取決め 

・ 取締役会等及び監査役への報告に関する取決め 

・ 不祥事件等に係る処理手続等に関する取決め（不祥事件等の判断基準を含

む。） 

・ 保険募集管理部門との間の連携・情報伝達に関する取決め 
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③【コンプライアンス・マニュアルの整備・周知】 

管理者は、保険会社の業務における法令等遵守の重要性を十分に理解し、法令等

遵守方針及び法令等遵守規程に沿って、コンプライアンス・マニュアルを策定して

いるか。コンプライアンス・マニュアルの策定及び重要な見直しについては、取締

役会の承認を受けた上で組織全体に周知しているか。 

④【コンプライアンス・マニュアルの内容】 

コンプライアンス・マニュアルの内容は、保険会社の社会的責任と公共的使命を

踏まえ、当該保険会社の業務の内容に応じ、役職員が遵守すべき法令等の解説、違

法行為を発見した場合の対処方法等を網羅し、平易かつ適切に規定されているか。

例えば、以下の点について、明確に規定する等適切な内容となっているか。 

・ 役職員が遵守すべき法令等の解説 

・ 各業務に即した遵守すべき法令等に関する具体的かつ詳細な留意点 

・ 役職員が法令等違反行為の疑いのある行為を発見した場合の連絡すべき部署

等（コンプライアンス統括部門、ヘルプライン、コンプライアンス・ホットラ

イン等） 

⑤【コンプライアンス・プログラムの策定】 

管理者は、保険会社の業務における法令等遵守の重要性を十分に理解し、法令等

遵守方針及び法令等遵守規程に沿って、最長でも年度毎に合理的な内容のコンプラ

イアンス・プログラムを策定しているか。コンプライアンス・プログラムの策定及

び重要な見直しについては、取締役会の承認を受けた上で組織全体に周知している

か。 

⑵ 態勢の整備 

①【管理者によるコンプライアンス統括部門の態勢整備】 

（ⅰ）管理者は、法令等遵守方針及び法令等遵守規程に基づき、適切な法令等遵守を確

保し、法令等違反行為の未然防止及び再発防止を徹底するため、コンプライアンス

統括部門の態勢を整備し、牽制機能を発揮させるための施策を実施しているか。 

（ⅱ）管理者は、法令等遵守の徹底に関する能力・知識を向上させるための研修・教育

態勢を整備し、専門性を持った人材の育成を行っているか。 

②【コンプライアンス関連情報の収集、管理、分析及び検討】 

管理者は、保険会社の業務の特性に応じ、保険会社の各部署に散在するコンプラ

イアンス関連情報を適時にかつ効率的に収集する手段を講じているか。また、収集

したコンプライアンス関連情報を適切に管理するとともに、その内容を分析し、法

令等違反行為の未然防止、再発防止を含む法令等遵守態勢の改善に役立てることが

できるような態勢を整備しているか。例えば、ヘルプライン、コンプライアンス・

ホットライン等の通報に係る仕組の整備等を行っているか。 
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③【連絡・連携態勢】 

（ⅰ）管理者は、管理者自ら又はコンプライアンス統括部門を通じ、各種コンプライア

ンス関連情報が所在する部門との情報の連絡及び連携を密接にしているか。 

（ⅱ）管理者は、各業務部門及び営業拠点等毎に配置したコンプライアンス担当者との

連携をとっているか。 

④【モニタリング態勢】 

管理者は、各部門における適切な法令等遵守を確保するため、定期的に又は必要

に応じて随時、各部門に対し法令等遵守の状況の報告を求める方法、コンプライア

ンス担当者から継続的に情報を収集する方法、実地調査を行う方法等により、各部

門における法令等遵守の状況を継続的にモニタリングする態勢を整備しているか。 

⑤【法令等違反行為処理態勢】

管理者は、法令等違反行為の疑いの通報があった場合等、コンプライアンス関連

情報の分析や通報を通じて、法令等違反行為の疑いがあると判断した場合には、速

やかに事実関係を調査させ、その事実が法令上の届出の対象となる不祥事件に該当

するか検証し、必要な場合には速やかに届出を行う態勢（他の適切な部署に調査、

検証、届出を行わせることを含む。）を整備しているか。 

また、金融商品取引法上の適時開示を適切に行う態勢となっているか。9 

⑥【顧客サポート等管理責任者等との連携】 

（ⅰ）管理者は、顧客サポート等管理責任者10等と適切に連携し、顧客からの相談・苦

情等11について苦情と認識すべきもの及び苦情となるおそれがあるものについて、

迅速にかつ幅広く情報を取得する態勢を整備しているか。 

（ⅱ）管理者は、相談・苦情等の中で法令等違反行為又はその疑いに関する情報が含ま

れるものについて、情報を保有する部門、部署、個人等から適切に情報を報告させ、

取得し、分析・検討の上、顧客サポート等管理責任者等に還元を行う態勢を整備し

ているか。 

（ⅲ）管理者は、相談・苦情等の中で、必要と判断する事案については、利害関係のな

い者による適切かつ十分な調査により原因究明を図る態勢を整備しているか。 

⑦【保険募集管理部門との連携】 

   管理者は、全社的な取組みが必要なコンプライアンス上の課題の解決等のために

保険募集管理部門と適切に連携する態勢を整備しているか。 

⑧【研修・指導態勢】 

管理者は、コンプライアンス・マニュアルの内容を役職員に周知徹底させている

か。また、各業務において遵守すべき法令等について、十分な研修・指導を行わせ

る態勢を整備しているか。また、法令等違反行為の未然防止のために、研修や朝礼

9 金融商品取引法上の適時開示を求められる保険会社に限る。 
10 顧客保護等管理態勢の確認検査用チェックリスト参照。 
11 顧客保護等管理態勢の確認検査用チェックリスト参照。
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等による職員等に対する周知徹底がなされているか。 

⑨【取締役会等への報告態勢】 

管理者は、定期的に又は必要に応じて随時、取締役会等に対し、取締役会等が設

定した報告事項を報告する態勢を整備しているか。特に、経営に重大な影響を与え

る、又は顧客の利益が著しく阻害される事案については、取締役会等に対し速やか

に報告しているか。

⑩【監査役への報告態勢の整備】 

管理者は、取締役会の決定事項に従い、監査役へ直接報告を行っているか。

⑶ 評価・改善活動 

管理者は、定期的に又は必要に応じて随時、コンプライアンス・マニュアルをはじ

めとする各種関連規程の遵守状況等、法令等遵守の状況に関する報告・調査結果、モ

ニタリングの結果等を踏まえ、コンプライアンス部門による法令等遵守の徹底の実効

性を検証し、適時に各種関連規程（コンプライアンス・マニュアルを含む。）、組織体

制、研修・指導の実施、モニタリングの方法等の見直しを行い、必要に応じて取締役

会等に対し改善のための提言を行っているか。

２．コンプライアンス統括部門の役割・責任 

①【コンプライアンス・プログラムの実施】 

コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス・プログラムの内容を適時適切

に実施するとともに、進捗状況や達成状況をフォローアップし、取締役会等へ報告

しているか。 

②【連絡・情報収集の実施】 

コンプライアンス統括部門は、保険会社全体の法令等遵守の徹底を図る観点から、

保険会社の様々な部署に散在するコンプライアンス関連情報を収集、管理、分析及

び検討し、その結果に基づき適時に適切な措置・方策を講じているか。特に、各業

務部門及び営業拠点等におけるコンプライアンス担当者との密接な連携を図り、情

報収集を行っているか。 

③【法令等遵守に関するモニタリングの実施】 

コンプライアンス統括部門は、法令等遵守を徹底する観点から、各業務部門及び

営業拠点等の法令等遵守の状況につき、継続的なモニタリングを実施しているか。 

例えば、定期的に又は必要に応じて随時、コンプライアンス担当者から、法令等

遵守の状況の報告を求め、又は継続的に情報を収集し、適時に実地調査を行う等の

方法によりモニタリングを行っているか。 

④【法令等違反行為への対処】 

（ⅰ）コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス関連情報の分析や通報を通じて、

法令等違反行為の疑いがある事象について、当該行為の事実の有無及び問題点の有
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無について、直ちに事実確認を実施し、又は事件と利害関係のない部署に事実確認

させた上で、法令等違反行為の事実の有無やコンプライアンス上の弱点の有無につ

いて検証しているか。 

（ⅱ）コンプライアンス統括部門は、上記（ⅰ）の事実確認の結果、法令等違反行為に

該当する又はそのおそれが強いと判断した事象について、直ちに管理者に報告し、

関連する部門又は部署等と連携して適切な対処を行っているか。また、この時点に

おいて、法令上求められる不祥事件の届出の要否、疑わしい取引の届出の要否、適

時開示の要否等について検討しているか。 

（ⅲ）コンプライアンス統括部門は、適時適切に法令等違反行為についてその背景、原

因、影響の範囲等について調査し、又は事件と利害関係のない部署に調査させた上

で分析し、その結果を管理者に報告しているか。 

（ⅳ）コンプライアンス統括部門は、上記（ⅲ）の分析結果を、再発防止の観点から関

係業務部門や営業拠点等の管理者等に還元するとともに、将来の未然防止のための

措置を速やかに講じ、又は他の部門に講じさせているか。 

⑤【顧客サポート等管理責任者等との連携】 

（ⅰ）コンプライアンス統括部門は、顧客保護等管理態勢における顧客サポート等管理

責任者等との連携を適切に行い、顧客サポート等を円滑にするため助言を行ってい

るか。 

（ⅱ）コンプライアンス統括部門は、顧客からの相談・苦情等12について苦情と認識す

べきもの及び苦情となるおそれがあるものについて、迅速にかつ幅広く情報を取得

しているか。 

（ⅲ）コンプライアンス統括部門は、相談・苦情等の中で法令等違反行為に関する情報

が含まれるものについて、情報を保有する部門、部署、個人等から適切に情報を報

告させ、取得し、分析・検討の上、顧客サポート等管理責任者等に還元を行ってい

るか。 

（ⅳ）コンプライアンス統括部門は、相談・苦情等の中で、必要と判断する事案につい

ては、利害関係のない者による適切かつ十分な調査により原因究明を図っているか。 

⑥【保険募集管理部門との連携】 

  コンプライアンス統括部門は、全社的な取組みが必要なコンプライアンス上の課

題の解決等のために、保険募集管理部門との連携を適切に行っているか。

⑦【コンプライアンス担当者の役割】 

コンプライアンス担当者は、配置された当該部署におけるコンプライアンス関連

情報を集約し、コンプライアンス統括部門に随時又は定期的に伝達し、当該部署に

おける法令等遵守の取組を適切に行っているか。また、コンプライアンス担当者は、

業務に関する法的知識の蓄積を図り、その機能を十分に発揮しているか。 

12 顧客保護等管理態勢の確認検査用チェックリスト参照。 
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Ⅲ．個別の問題点 

【検証ポイント】 

・ 本章においては、法令等遵守の実態に即した個別具体的な問題点について検査官が検証するため

のチェック項目を記載している。本章には、代表的な法令等に関連する着眼点を記載しているが、

保険会社に適用のあるその他の法令等についても、その法令等違反の防止のための適切な態勢が整

備・確立され、実際に法令等違反が生じていないかを検証することに留意する。 

・ Ⅲ．の各チェック項目の検証において問題点の発生が認められた場合、当該問題点がⅠ．又は

Ⅱ．のいずれの要素の欠如又は不十分に起因して発生したものであるかをⅠ．又はⅡ．において漏

れなく検証し、双方向の議論を通じて確認する。 

・ 検査官が発見した問題点を経営陣が認識していない場合には、特に上記Ⅰ．の各態勢及びその過

程が適切に機能していない可能性も含め、厳格に検証し、双方向の議論を通じて確認する。 

・ 検査官は、前回検査における指摘事項のうち、軽微でない事項の改善状況について検証し、実効

性ある改善策が策定され実行されているか否か確認する。 

１．法令等違反行為への対応 

①【法令等違反行為に係る責任の明確化】 

（ⅰ）事実関係の調査・解明、関係者の責任追及、監督責任の明確化を図る態勢が、法

令等違反行為の発生部署とは独立して整備されているか。 

（ⅱ）法令等違反行為の行為者及びその管理責任者等に対して、責任の明確化や追及が

適切に行われているか。 

②【賞罰・人事考課】 

賞罰・人事考課の評価項目上、法令等遵守について十分な考慮がなされているか。

例えば、表彰制度について、法令等遵守の観点から問題のあった営業拠点等及び職

員等を表彰の対象から除外する等、法令等遵守について十分な考慮がなされる態勢

となっているか。 

２．リーガル・チェック等態勢 

①【取引及び業務に関するリーガル・チェック等態勢の整備】 

法令等遵守規程に則り、リーガル・チェック等を行うべきものと定めたものの適

法性について、事前に法的側面からの慎重な検討を経た上で実行する等、法令等遵

守の観点から適切なリーガル・チェック等を実施する態勢が整備されているか。例

えば、以下の事項の適法性については、特に慎重な検討を経る態勢となっているか。

また、事前のリーガル・チェック等が必要な文書、取引及び業務の範囲及びリーガ

ル・チェック等の責任の所在が、明確化され、組織全体に周知されているか。 

・ 新規業務の開始前における業務の適法性 

・ 新たに開発する商品の適法性 
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・ 増資等におけるコンプライアンス等 

・ 利益相反のおそれについての検討が必要な事案 

・ アームズ・レングス・ルールの適用あるグループ内の取引の適法性 

・ 法令上求められるディスクロージャー等 

・ 複雑なスキームの取引の適法性（例えば、オフバランス化を含む資産流動化、

不良債権処理、益出し等の目的で行われる取引や、特殊な種類株式や社債の発

行が関連する取引等） 

・ 優越的な地位の濫用等が懸念される取引等 

・ その他法的リスクが高いと合理的・客観的に判断される文書、取引、業務等 

②【リーガル・チェック等に関する留意点】

（ⅰ）リーガル・チェック等を行うに際し、各部門が業務上作成又は関与する内部規程、

契約書、広告等の文書、取引、業務等について、適法性等の判断の前提となる背景

事情や前提事実が適切に提供され、判断されているか。 

（ⅱ）外部の弁護士等によるリーガル・チェック等を経た場合にも、取引等の実行前に

法律意見の内容の十分な吟味・検討がなされているか。 

（ⅲ）新規商品等に係るリーガル・チェック等については、法令等遵守の観点から適切

に検討がなされているか。また、当該検討は営業推進部門から不当な影響を受ける

ことなく行われているか。 

３．業務範囲等 

①【他業の制限等】

（ⅰ）保険会社の行う業務は、法第 97 条、第 98 条及び第 99 条の規定により行う業務並

びに他の法律により行う業務の範疇にあるか。 

（ⅱ）保険会社による保険の引受けは、法第３条第２項の免許の種類に従ったものとな

っているか。 

（ⅲ）保険会社の行う保険料として収受した金銭その他の資産の運用は、有価証券の取

得その他法令で定める方法によっているか。 

（ⅳ）保険会社は、法令で定める資産を、法令で定めるところにより計算した額を超え

て運用していないか。また、保険会社の同一人（これと特殊の関係を有する者を含

む。）に対する法令で定める資産の運用額は、法令で定めるところにより計算した額

を超えていないか。13

（ⅴ）保険会社は、特定関係者等との間で、当該保険会社の取引の通常の条件と著しく

異なる条件で行う資産の売買その他の取引等をしていないか。 

（ⅵ）保険会社又はその子会社は、国内の会社（子会社等は除く。）の議決権について、

合算して法令により許される範囲を超えて取得、保有していないか。 

13 保険会社が子会社等を有する場合には、保険会社及びその子会社等又は子会社等の同一人に対する法令

で定める資産の運用額が、合算して法令で定めるところにより計算した額を超えていないかに留意する。 
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②【付随業務】

保険会社の行う業務が、法第 98 条第１項の「当該業務に付随する次に掲げる業務

その他の業務」の範疇にあるかどうかの判断に当たっては、法第 100 条において他

業が禁止されていることに十分留意し、以下のような観点に考慮した取扱いとなっ

ているか。 

（ⅰ）当該業務が法第 97条及び第 98 条第１項各号に掲げる業務に準ずるか。 

（ⅱ）当該業務の規模がその業務が付随する固有業務の規模に対して過大なものとなっ

ていないか。 

（ⅲ）当該業務について、保険業との機能的な親近性やリスクの同質性が認められるか。 

（ⅳ）保険会社が固有業務を遂行する中で正当に生じた余剰能力の活用に資するか。 

③【保険会社の子会社等の業務の範囲】

 保険会社の子会社14は、法第 106 条各号15のいずれかに該当しているか。子会社が

営む従属業務（法第 106 条第２項第１号）・金融関連業務（同条同項第２号）は、法

令の要件のほか、告示、監督指針に定める子会社に関する基準等を満たすものとな

っているか。 

４．組織犯罪等への対応

⑴ 取引時確認16、17

①【取引時確認に関する内部規程の策定】 

取締役会等は、取引時確認に関する内部規程（以下「取引時確認規程」という。）

を策定させているか。取引時確認規程は、リーガル・チェック等を受け、取締役会

等の承認を受けているか。取引時確認規程においては、例えば、顧客との保険契約

締結にあたって取引時確認を行うべき場合が明確化されているか。18

②【取引時確認に関する態勢の整備】 

（ⅰ）取締役会等は、取引時確認に関する責任者又は担当部署を設置しているか。 

（ⅱ）取締役会等は、取引時確認に関する事項で、経営に重大な影響を与えるものにつ

いては、速やかにコンプライアンス統括部門や内部監査部門へ報告されるとともに、

取締役会等に報告される態勢を整備しているか。 

14 子法人等及び関連法人等の判定に当たっては、当該保険会社が金融商品取引法に基づき有価証券報告書

等の作成等を行うか否かに関わらず、財務諸表等の用語、様式及び作成方法等に関する規則、「連結財務

諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」（平成 20 年５月 13 日付 企業会計基

準委員会）その他の一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従っているかに留意する。 
15 法第 106 条及び第 107 条に規定する「会社」には、特別目的会社、組合、投資法人、パートナーシップ、

ＬＬＣその他の会社に準ずる事業体（以下「会社に準ずる事業体」という。）を含まないが、会社に準ず

る事業体を通じて子会社等の業務範囲規制、他業禁止の趣旨が潜脱されていないかに留意する。 
16 取引時確認とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律第４条第６項に規定する取引時確認をいう。 
17 「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」（平成 24 年 10 月金融庁）を参考にすること。 
18 取引時確認規程は、必ずしも一本化されていない場合やコンプライアンス・マニュアル等に統合されて

いる場合もある。これらの形式にこだわらず、記載すべき事項が漏れなく明文化され、取締役会等の承認

を受け、必要のある役職員に周知徹底され、実効的な取引時確認に係る態勢が整備されているか否かを実

証的に検証する。 
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（ⅲ）取締役会等は、確認記録・取引記録の作成・保存が、適切に行われる態勢を整備

しているか。 

③【取引時確認に関する指導・研修】 

取引時確認に関する責任者又は担当部署は、取引時確認を適時・適切に実施でき

るよう、取引時確認規程について定期的に指導・研修を実施する等の方法により、

関連する職員等に対し周知徹底しているか。 

④【取引時確認の方法に関する留意点】 

（ⅰ）法人との取引については、当該法人の取引時確認に加え、法人の取引担当者の本

人特定事項の確認を行っているか。 

（ⅱ）代理人を利用した取引については、顧客の取引時確認に加え、代理人の本人特定

事項の確認を行っているか。 

（ⅲ）下記イ．～ハ．のような厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取

引を行う場合には、顧客の本人特定事項を、通常と同様の方法に加え、追加で本人

確認書類又は補完書類の提示を受ける等、通常の取引よりも厳格な方法で確認する

など、適正に（再）取引時確認を行う態勢が整備されているか。また、資産及び収

入の状況の確認が義務づけられている場合について、適正に確認を行う態勢が整備

されているか。 

イ．取引の相手方が関連取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている

疑いがある場合における当該取引 

ロ．関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑

いがある顧客等との取引 

ハ．犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第２項に定める、犯罪

による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる

国又は地域に居住し又は所在する顧客等との取引等 

（ⅳ）海外の本･支店や現地法人、グループ会社等で取引時確認が完了している場合で

あっても、日本において保険契約を締結する場合等に、法令上必要な取引時確認を

行っているか。 

⑵ 疑わしい取引17

①【疑わしい取引に関する内部規程の策定】 

マネー・ローンダリングをはじめとする疑わしい取引について、内部規程（以下

「疑わしい取引に関する規程」という。）が定められているか。疑わしい取引に関す

る規程は、リーガル・チェック等を受け、取締役会等の承認を受けているか。疑わ

しい取引に関する規程においては、例えば、以下の点が明確化される等、適切な内

容となっているか。 

・ 疑わしい取引の判断に関する取決め（例えば、判断基準、その具体例、判断

権の所在等） 
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・ 疑わしい取引と判断した場合の取決め（例えば、疑わしい取引の届出や、必

要に応じ、取引関係の解消に向けた取組みを行う旨の取決め等） 

・ 疑わしい取引を発見した場合の情報の伝達に関する取決め 

・ 疑わしい取引に関する記録の保存・管理に関する取決め 

②【疑わしい取引に関する態勢の整備】 

（ⅰ）取締役会等は、疑わしい取引に関する責任者又は担当部署を設置しているか。 

また、取締役会等は、各役職員が、当該責任者又は担当部署に対し、疑わしい取

引の可能性がある取引について、その情報を適時に伝達する態勢を整備しているか。 

（ⅱ）疑わしい取引に関する責任者又は担当部署は、疑わしい取引に関する規程に則り、

疑わしい取引に関する情報について、当局に対し速やかに届け出ているか。また、

疑わしい取引に関する責任者又は担当部署は、ある取引が疑わしい取引であると判

断した場合、疑わしい取引に関する規程又は業務細則に従い、当該取引に関し、必

要に応じ適切な措置を適時に実施しているか。 

（ⅲ）取締役会等は、疑わしい取引の届出を行うに当たって、当事者の属性、取引時の

状況その他保険会社の保有している当該取引に係る具体的な情報により、疑わしい

取引の届出が適切に行われる態勢を整備しているか。 

（ⅳ）取締役会等は、疑わしい取引に関する責任者又は担当部署が営業拠点等からの疑

わしい取引の報告の概要等について定期的に取締役会等に報告する態勢を整備して

いるか。 

（ⅴ）取締役会等は、疑わしい取引に関する事項のうち、経営に重大な影響を与えるも

のについては、速やかにコンプライアンス統括部門や内部監査部門へ報告されると

ともに、取締役会等に報告される態勢を整備しているか。 

（ⅵ）取締役会等は、疑わしい取引の届出漏れがないような態勢を整備しているか。 

③【疑わしい取引に関する指導・研修】 

疑わしい取引に関する責任者又は担当部署は、疑わしい取引の届出や疑わしい取

引に関する適切な措置を適時に実施できるよう、定期的に指導・研修を実施する等

関係職員等に対し周知徹底を図っているか。 

④【疑わしい取引のチェック方法に関する留意点】 

（ⅰ）疑わしい取引の傾向について事例の蓄積を図り、その成果の参考事例集を作成す

る等して各部門への周知を図っているか。 

（ⅱ）疑わしい取引として対処すべき当事者の属性や取引の性質等に係る情報の収集及

び蓄積を十分に行っているか。 

（ⅲ）当該保険会社が行っている疑わしい取引の届出の件数が、業務の規模・特性から

見て著しく僅少である場合、疑わしい取引の判断基準等が有効に機能しているか十

分に検証することに留意する。 
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⑶ 海外拠点のテロ資金供与及びマネー･ローンダリング対策の態勢の整備 

海外拠点のテロ資金供与及びマネー・ローンダリング対策を的確に実施するための

態勢が整備されているか。 

（ⅰ）海外拠点においても、適用される現地の法令等が認める限度において、国内にお

けるのと同水準で、テロ資金供与及びマネー・ローンダリング対策を適切に行うよ

う努めているか。19

（ⅱ）現地のテロ資金供与及びマネー・ローンダリング対策のために求められる義務の

基準が、国内よりも高い基準である場合、海外拠点は現地のより高い基準に即した

対応を行うよう努めているか。 

（ⅲ）適用される現地の法令等で禁止されているため、海外拠点が国内におけるのと同

水準の適切なテロ資金供与及びマネー･ローンダリング対策を講じることができな

い場合には、以下のような事項を速やかに金融庁又は本店所在地を管轄する財務局

に情報提供するよう努めているか。 

（イ）当該国・地域 

（ロ）テロ資金供与及びマネー・ローンダリング対策を講じることができない具体的

な理由 

（ハ）テロ資金供与及びマネー・ローンダリングに利用されることを防止するための

代替措置を取っている場合には、その内容 

５．反社会的勢力への対応 

①【反社会的勢力に対応する方針、コンプライアンス・マニュアル等の整備・周知】 

（ⅰ）取締役は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除することが、保険

会社に対する公共の信頼を維持し、保険会社の業務の適切性及び健全性の確保のた

め不可欠であることを十分認識しているか。 

また、反社会的勢力との関係の遮断に組織的に対応する必要性・重要性を踏まえ、

担当者や担当部署だけに任せることなく取締役等が適切に関与し、組織として対応

することとしているか。 

（ⅱ）取締役会は、反社会的勢力との関係を遮断し、断固としてこれらを排除する方針

を明確に示し、役職員に周知しているか。 

（ⅲ）コンプライアンス・マニュアルにおいて、反社会的勢力への対応について、初期

対応の方法を平易に記載し、担当部門の連絡先、担当責任者等を明確に記載してい

るか。 

また、必要に応じて、子会社等においても同様の措置をとっているか。

②【反社会的勢力に対応する態勢の整備】 

取締役会は、被害者救済の観点を含め個々の取引状況等を考慮しつつ、反社会的

19 特に、ＦＡＴＦ勧告を適用していない又は適用が不十分である国・地域に所在する海外拠点においても、

国内におけるのと同水準の態勢の整備が求められることに留意する必要がある。 
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勢力に対して組織的に対応するための以下のような態勢を整備しているか。20 21

（ⅰ）グループ内での情報共有や業界団体等から提供された情報を活用するなど、反社

会的勢力に関する内部・外部情報の収集、分析、更新（情報の追加、削除、変更

等）及び一元的管理を行う部署の設置 

（ⅱ）反社会的勢力に関する情報等を活用した適切な事前審査を実施するとともに、契

約書や取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的勢力との取引

を防止するための態勢の整備 22

（ⅲ）関係部門間の横断的協力態勢及び取締役等に対する報告を含む迅速かつ適切な連

絡態勢の整備 

（ⅳ）既存の債権や契約の適切な事後検証を行うための態勢の整備 

（ⅴ）反社会的勢力からの不当な請求等を防止するための保険金等支払管理態勢の整備 

（ⅵ）反社会的勢力であると判明した場合に利益供与にならないよう配意するとともに

資金提供や不適切・異例な取引を行わず、契約解消に向けた取組みを行う態勢及び

実際に反社会的勢力に対応する担当者の安全を確保し担当部署を支援するための態

勢の整備 

③【反社会的勢力に対応する担当部署の役割】 

（ⅰ）担当部署は、役職員より反社会的勢力への対応について連絡があった場合に、必

要に応じて警察等関係行政機関、弁護士、弁護士会等との連携をとりつつ、株式会

社整理回収機構のサービサー機能を活用するなど、適切な対処に向けた指導を行っ

ているか。 

（ⅱ）担当部署は、役職員に対し、反社会的勢力対応規程及びコンプライアンス・マニ

ュアルの該当部分について、研修・指導等の方法により周知・徹底しているか。 

20 一般社団法人日本経済団体連合会「企業行動憲章実行の手引き」等を適宜参照。 
21 保険会社単体のみならず、グループ一体となって反社会的勢力の排除に取り組む態勢の整備や、グルー

プ外の他社（信販会社等）との提携による金融サービスの提供などの取引を行う場合における反社会的勢

力の排除に取り組む態勢の整備を含む。
22 提携ローン（ただし、加盟店を通じて顧客からの申込みを受けた信販会社が審査・承諾し、信販会社に

よる保証を条件に保険会社が当該顧客に対して資金を貸し付ける４者型のローン）については、暴力団排

除条項を導入した上、保険会社が自ら事前審査を実施するとともに、提携先の信販会社における暴力団排

除条項の導入状況や反社会的勢力に関するデータベースの整備状況等を検証する態勢の整備を含む。
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